
文化財観光施設を活用した歴史体験について

（趣旨・実施方針等）

文化財観光施設を活用した歴史体験検討委員会

［ 大洲市商工観光部 観光まちづくり課 ］

参考資料
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■大洲城について

城 主：藤堂高虎、脇坂安治、加藤貞泰 など

歴 史：鎌倉時代に伊予国守護宇都宮氏が居城。藤堂、脇坂の時代に近世

城郭に改修

天 守：木造四層四階建て 2004年に復元

文化財：重要文化財 台所櫓（二層二階）・高欄櫓（二層二階）

県指定史跡 大洲城跡

その他：日本100名城

■臥龍山荘について

建 築：明治30年代

歴 史：元藩主庭園。明治期に大洲出身の貿易商、河内寅次郎が整備。茶

の湯文化の衰退を憂い、京都の千家の職人を呼び寄せ茶室を建築した。近

代数寄屋の傑作とされる。

文化財：重要文化財 臥龍山荘 臥龍院、不老庵など

県指定名称 臥龍

その他：ミシュラングリーンガイド一つ星
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検討委員会

文化財観光施設の活用については、地域住民をはじめ多様な関係者の合意形成

及び専門的な視点を要することから検討委員会を組織。

■第１回会議

期日 2019（令和元）年5月31日 大洲市役所

議題 (1)事業内容等について（実施方針・実施内容等）

賛成全員（挙手）により決定されました。

(2)実証実験について

賛成全員（挙手）により決定されました。

(3)その他

今後のスケジュールについて確認されました。



文化財観光施設の来訪者に対し、

一般公開のみならず、歴史に基づいた特別な体験を提供し、

特別な料金を得ることにより、

人口減少期においても持続可能な文化財保全・整備環境を創出するとともに、

本来文化財がもつ価値を最大限に発揮することにより、

さらなる認知度の向上を図っていく。

趣旨について

4
4
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本市では、市総合計画及び市まち・ひと・しごと総合戦略を策定し、将来

の人口減少期においても持続可能なまちづくりに努めることとしています。

観光振興施策においては、市観光まちづくり戦略ビジョン（素案）を策定

し、「地域の文化を未来へとつなぐ」を基本理念に、歴史、文化、自然、風

土など本市の地域固有の資源を保全し、かつ民間事業者との協働により新た

な価値を創造し、また価値を高め、地域資源を徹底して観光まちづくりに生

かすことで、地域に産業を根付かせ、地域経済の発展に寄与していくことと

しています。

本市観光の中心部である大洲城下町には、大洲城、臥龍山荘をはじめとし

た歴史的資源が多数ありますが、近年、城下町を形成する町家・古民家等の

取り壊し、更地化が急速に進み、その魅力が著しく低下しています。そのた

め、町並み保全を目的とした「町家・古民家等の歴史的資源を活用した観光

まちづくり」が急務となっています。

町家や古民家等の歴史的資源の活用に当たっては、本来の機能を回復させ

て活用することが建物にとってもやさしく、その魅力を最大限に発揮するこ

とができると考えられます。例えば、元々住宅として使用されていた古民家

であれば、住宅として活用されることが望ましいのですが、実情として現代

の生活スタイルに合いにくいこともあり、一時的な住宅利用＝一時滞在利

用として、宿泊施設へと改修していくことが基本となります。また、町家な

ど店舗として利用されていたものは、ショップ等に改修していくことが望ま

しいと言えます。

文化財観光施設の活用についても同じことが言え、現在の活用方法は「一

般公開」に限定していますが、本来であれば一般公開よりも「元々の使用方

法」について活用を検討していく視点が重要です。

例えば、臥龍山荘であれば、元々は河内寅次郎の別荘であり、別荘として

利用されることが最も建物が活きる活用方法になります。臥龍山荘は、茶の

湯文化を通した迎賓機能や臥龍院の能舞台の演出、不老庵で月明かりを愛で

る月光反射など趣向の凝らした細工が建物としての価値であり、これらを実

際に再現していくことが歴史に基づいた活用方法であると言えます。

また、大洲城であれば、元々は城主が利用していたものであり、城主体験

を通して大洲城を活用することが大洲城の魅力を伝えることにつながります。

現在は、全国的にも文化財の活用は一般公開に限定されている例が大半で

あり、特に城郭は資料館としての機能がほとんどですが、文化財の保全に十

分配慮した上で、元々の使用方法に基づいた新たな活用方法を取り入れてい

くことも課題となっています。

また、新たな活用方法を取り入れていくことが、新たな収益を生むことに

もなります。一般利用と特別利用（限定利用）とに分け、特別利用の場合に

は特別料金をいただく仕組みを作る必要があります。特別利用は、文化財の

本来的な価値を追求するものであり、文化財の価値をさらに高めるものとし

て提供され、また、その価値を享受する方からは特別な料金をいただくとい

う仕組みとなります。このような収益構造を取り入れていくことで、特に将

来の人口減少期（経済・財政状況の変化）に備え、持続的に文化財への投資

が可能な保全、整備環境を創出していくという視点が重要と言えます。

文化財観光施設の来訪者に対し、一般公開のみならず、歴史に基づいた特

別な体験を提供し、特別な料金を得ることにより、持続可能な文化財保全・

整備環境を創出するとともに、本来文化財がもつ価値を最大限に発揮するこ

とにより、さらなる認知度の向上を図っていくことが今回の文化財観光施設

を活用した歴史体験に取り組もうとする趣旨となります。

全 文
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１ 検討委員会の組織
文化財観光施設の活用については、地域住民をはじめ多様な関係者の合意

形成及び専門的な視点を要することから検討委員会を組織し、内容を検討す
ることとします。

２ 文化財観光施設の活用
活用する文化財観光施設は、モデルケースとして大洲城と臥龍山荘につい

て検討することとします。また、活用に当たり、文化財の改変を行わないこ
とを原則とします。

３ 歴史に基づいた特別な体験
特別な体験の作り込みに当たっては、史実と推定を明確に区分し、利用者

に正確に伝えることとします。特に史実については、専門的な意見を踏まえ
た検証を行うこととします。
また、特別な体験とは、「再現性の低い、特別な時間の提供」と定義し、

「その時、その場所でしか得ることのできない、再現性の低い時間（トキ）
の体験」を提供していくこととします。

４ 文化財の観光資源としての開花（文化庁）
文化庁では、文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとする

ための取組み（Living History 生きた歴史体感プログラム）を支援すること
により、文化財の活用による特別料金の徴収等で増えた収益を文化財に再投
資する地域活性化の好循環創出を行う取組みを促進しています。具体的には、
重要文化財（建造物）や史跡等の文化財に新たな付加価値を付与するため、
訪日外国人観光客等が体感・体験できるような往時を再現した復元行事や歴
史体験行事の実施のほか、当時の調度品や衣装等の再現等となります。

［文化庁が示す代表的な取組例］
◆重要文化財（建造物）や史跡等でかつて行われた、往時を再現した復元
行事
◆歴史的な出来事等、文献等の記録から再現した復元行事
◆歴史的な出来事等に基づく体験事業（往時の衣装を復元し着用する体験、
古代の食の復元等）
◆当時の衣装や往時に使用された調度、道具類の復元及びこれらを活用し
た展示や体験事業等

５ 民間事業者の重要性
事業を企画するに当たっては、最終的に収支が伴うものである以上、サー

ビスを提供する民間事業者のノウハウが必要となります。特に、文化財を活
用して特別な体験を提供するということは、確かな実績と優れた知見を持ち
合わせた民間事業者が担う必要があります。
また、事業の採算性をはじめ、ターゲティング、ブランディング、プロ

モーション、提供するサービスなど、利用者（消費者）の視点に立った企画
立案が必要であることから、実施運営を担当する民間事業者なしでは本事業
は成立しないという点に留意する必要があります。
なお、本事業においては、大洲市との連携事業者（町家・古民家等の歴史

的資源を活用した観光まちづくり連携協定 2018年4月5日協定締結）であり、
内閣府の歴史的資源を活用した観光まちづくり専門家会議構成員であるバ
リューマネジメント株式会社の参画を予定するものとします。

６ 実施時期
文化庁は、Living Historyを2019年度からの取り組みとして促進しています。

また、本市においても2019年度から将来の人口減少にそなえた地域再生計画
「町家・古民家等の歴史的資源を活用した観光産業の確立推進事業」に取り
組んでいます。新時代の幕開けにふさわしい2019（令和元）年度から実施に
向けた検討に入ることとします。

７ 日本版DMOの参画
文化庁のLiving History（生きた歴史体感プログラム）の制度設計においては、

日本版DMOの参画が期待されています。本市においては、一般社団法人キ
タ・マネジメントが日本版DMO候補法人（地域DMO）に登録されています。
地域資源を活用した観光まちづくりを推進する地域DMOが、民間事業者と連
携しながら本事業を推進していくことを基本とします。

８ 実証実験
実施に当たっては、実証実験を行い、文化財の保全や利用者の安全など

様々な角度から検証を行った上で、実施に移すこととします。また、合わせ
て実施計画を作成することとします。

実施方針ついて
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１ 歴史に基づいた特別な体験の提供

大洲城は滞在宿泊型の城主体験、臥龍山荘は月明かり体験等を計画しています。大洲城をホテルに改造したりするものではありません。

２ 閉館時間を利用

これまでと変わらず一般公開を行います。あくまで閉館後の空いた時間を利用するものです。

３ 限定回数のみ実施

常時行うものではありません。大洲城は年間30日程度、臥龍山荘についても限定回数の利用しか予定していません。

４ 文化財はそのまま

文化財の価値が下がるような改修などは行いません。体験に必要な備品類は、閉館時間中に準備し、開館前に片付けます。

５ 実証実験を行います。

実証実験を行い、文化財の保全や利用者の安全など様々な角度から検証を行った上で実施に移します。

６ 持続的に文化財を保全

文化財の歴史体験により特別料金をいただくことで、地域経済への波及と将来の人口減少期においても持続可能な文化財保全環境をつく

るものです。

７ 大洲市の観光の認知度向上へ

大洲城、臥龍山荘など本市を代表する文化財観光施設ですが、全国的には認知度が低く、ここでしかできない歴史体験を提供することに

より、大洲市の観光の認知度向上につながることも期待しています。

ポイント
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文化財観光施設を活用した歴史体験の趣旨及び実施方針を踏まえ、実施内
容については、以下のとおりとします。

○ 共通事項
歴史に基づいた特別な体験の作り込みに当たっては、歴史考証を踏まえ、

再現性の低い、特別な時間を提供していくこととします。その土地に行かな
ければ手に入らない、他にはない特別な時間や体験価値を提供します。
また、貴重な文化財を活用する上で、文化財の改変は行わず実施することを
原則とし、上質で格の高い非日常体験を提供することを前提とします。

１ 大洲城
「観る大洲城から、利用する大洲城へ。」
大洲城天守は木造復元であるからこそ、天守が創建された当時を思わせる

姿を感じ取ることができ、他城にはない強みがあります。
強みを生かし、当時の大洲城を体験できる試みとして、閉館時間を利用し

た滞在宿泊型の城主体験（1617年加藤貞泰の入城）を再現していくこととし
ます。

２ 臥龍山荘
「観る臥龍山荘から、利用する臥龍山荘へ。」
元々河内寅次郎の別荘であった臥龍山荘は、茶の湯文化を通した迎賓機能

や臥龍院の能舞台の演出、不老庵で月明かりを愛でる月光反射など趣向の凝
らした細工が建物としての価値であり、これらを実際に再現していくことが
他の地域では叶うことのできない特別な体験を提供することになります。
閉館時間を利用し、臥龍山荘の主賓体験を再現していくこととします。

実施内容ついて
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Living History 「1617加藤貞泰の入城」

１ 事 実

1609年頃 脇坂安治統治の時代に現在の大洲城天守は建てられたとされる。（推定）

1617年 米子から加藤貞泰が入城した。（今から約400年前）

7月25日米子を出発。

引き連れた給人は132人。

8月5日に長浜に到着した。

庄屋23人が出迎え、道案内には町年寄・大和屋十左衛門が立った。

翌6日、加藤貞泰は陸路を馬で大洲城に入った。

（「積塵邦語」） 大洲市誌より

２ 大洲城天守の特徴について

大洲城天守1階は、創建当時から畳敷きの可能性がある。

復元において、母屋境には敷居が入れられ、内法には鴨居と長押が入れられている。

また、敷居と鴨居には建具が入るように溝が切られている。

（復元報告書より）

３ 加藤貞泰が入城した当時の本丸利用について

象徴的な中心柱（通柱）の存在、吹き抜け構造の存在などから大洲城天守1階は戦国武将又は藩主にとって特別な空間であったことが推測される。江戸

時代以降、天守は物見塔の役割であったり、権力の象徴であったりとされるが、慶長期（1596-1615）の天守は実用的な要素を十分に備えていたと考えられ

る。初期の大洲城天守においても実用的に使用されていたものと推測される。

具体的には、江戸初期の絵図「大洲御城地割」には、本丸に「御上」、「御風呂屋」とされる建物の表記があり、現存する「台所櫓」は「台所」と表記

され、1階には土間や煙出し用の格子窓などがあることから炊事場、食料保管庫として機能していたことが推察される。加藤貞泰が入城した当時は「御天

守」と「御上」などを実用的に使用し、往来した可能性がある。
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江戸初期 1617頃 加藤貞泰入城の頃の絵図

※計画図の可能性もあり

御上

台所

御風呂屋

台所

御天守

機能復元

・本丸に御天守、御上、御風呂屋、台所があり、加藤貞泰が入
城した当時は、本丸を実用的に使用した可能性がある。
・復元報告書より、天守1階は畳敷きで建具が用いられた可能
性が高い。
・大洲城は慶長年間の天守であり、天守1階は城主の間として
用いられた可能性がある。


